
鰤 車道が原則

=
歩道は例外です

道路交通法上、自転車は軽車両です。

歩道と車道の区別があるところでは

車道通行が原則です。

靱
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

褥 蜻 岩淋
なりません。

魃
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

惚 瞥誓標幕唇奮百ょぅ
歩道では、すぐに停車できる速度で

通行しなければなりません。

魃
2万円以下の罰金または科料

…

ルを守りましょう

●自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場

合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

●「自転車の歩道通行可」の標識がある場合、運転者が 13歳

未満の子どもや70歳以上の高1齢者、身体の不自由な方の
場合、車道または交通の状況から見て

やむを得ない場合などは歩道を通るこ

とができますが、歩行者の通行を妨げ

る場合は一時停止するか自転車を押し

て歩かなければなりません。 ‐

夜間は、前照灯および尾灯 (または反射器材)を
つけなければなりません。

騒:鰤 5万円以下の罰金

自転車も飲酒運転は禁止です。

鰺渕蝙 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

①
自転車の歩道通 予可

一部例外を除き二人乗 りは禁上です。

1%晰 2万円以下の罰金または科料

並進可

「並進可」の標識がある場合以外では禁止です。

Rなな 2万円以下の罰金または科料

□

(酒酔い運転の場合 )

信号や標識を守り、狭い道から広い道に出るときは、一時停止して安全確認をしましょう。

I削晰 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
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自転車交通事故の発生状況

平成 22年 9月末現在の自転車交通事故Xは、前年同期に比較して発生件数および負傷

者数が増加し、死亡事故 (死者数)は減少(-4人)していますが、9月 に同死亡事故が4件

4人と異常多発し、今後も注意が必要です。

※自転車乗用者(同乗者も含む)が交通事故に関係し、自転車乗用者が死傷した事故

区  分  発生件数

本||■年1  1,233     7
前|■■年・  1.204    11

増 減 数    29   -4

死亡事故

件  数 _死 者

負傷者数

重 傷 軽 傷  計

134    1,108    1.242

126    1,080    1,206

8      28      36
(平成22年 9月末現在)
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《自転車乗用死者の約半数に違反》 《通勤通学時間帯の発生が多い》

《ヘルメ|シ|卜の着用がない》

《交差点での発生が多い》 《高齢者の事故が多い》

褥讐I雇:犀穏茸えを―とは
●傘さし ●携帯電話の通話または操作
●荷物を持つまたはハンドルに掛ける

1羹喜兒蓮櫃劣計ヽ脅、
●高音量でカーステレオ等を聞く

●ヘッドホン等を使用して音楽を聞く

★自転車防ぢE登録をしましょう ! |そ1轟Ⅲ l台500=備効期間
''=商「自転車防犯登録取扱店」と表示されている自転車販売店で手続きができます。
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